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U１ 改正の趣旨 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）及

び地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２９年政令第１１８号）の施行に伴い、

法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税に係る様式及び記載要領等について所要の

規定の整備を行う。 

 

U２ 主な改正の内容 

（１） 確定申告書の提出期限の延長の特例の見直しに伴い、国税の改正を踏まえ、様式及

び記載要領等について所要の規定の整備を行う。 

（２） （１）のほか、所要の規定の整備を行う。 

  

U３ 施行期日 

原則として公布の日から施行する。 


